
◎同和問題（部落差別）を始めとする人権問題やえせ同和行為で
お困りの方は御相談ください。

・みんなの人権１１０番 ０５７０－００３－１１０

・インターネット人権相談受付窓口 http://www.jinken.go.jp/

◎同和問題（部落差別）に関する参考資料
・「えせ同和行為対応の手引」http://www.moj.go.jp/content/001361670.pdf
・「人権ライブラリー」 http://www.jinken-library.jp

同和問題とは 
日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民
の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上
で様々な差別を受けるなどの、我が国固有の重大な人権問題です。 

同和問題（部落差別）の解決に向けたこれまでの経緯と課題 
・同和問題の解決を図るため、国は地方公共団体と共に、昭和４４年以来３３年間、特別
措置法に基づき、地域改善対策を行ってきました。その結果、同和地区の劣悪な環境に対
する物的な基盤整備は着実に成果を上げ、一般地区との格差は大きく改善されました。
・しかしながら、差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な
内容の文書が送付されたりする事案が依然として存在するほか、
インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがされる

「部落差別の解消の推進に関する法律」が
  平成２８年１２月１６日から施行されました 

といった事案も発生しています。
・また、同和問題の解決を阻む大きな要因として、同和問題を口
実として企業・行政機関等へ不当な圧力をかけ、高額の書籍を売
りつけるなどの、いわゆるえせ同和行為も問題となっています。

法務省の人権擁護機関の取組 
・従来から、同和問題（部落差別）の解消を重要な人権課題と捉え、啓発・広報活動等に
積極的に取り組むとともに、人権相談及び人権侵犯事件の調査・処理を通じ、被害の救
済・予防を図っています。特に、インターネット上で、不当な差別的取扱いを助長・誘発
する目的で特定の地域を同和地区であると指摘するなどの内容の情報を認知した場合は、
その情報の削除をプロバイダ等に要請するなど適切な対応に努めています。
・また、全省庁参加の下、「えせ同和行為対策中央省庁連絡協議会」を設置し、地方にお
いても全国の法務局・地方法務局を事務局として「えせ同和行為対策関係機関連絡会」を
設置し、えせ同和行為排除のための取組を行っています。
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部落差別の解消の推進に関する法律（平成２８年法律第１０９号） 
 （目的） 
第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に 
関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国 
憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが 
重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共 
団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の 
解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。 
（基本理念） 

第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのな 
い個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国 
民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨とし 
て、行われなければならない。 
（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方 
公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助 

 言を行う責務を有する。 
２ 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担 

を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ず 
るよう努めるものとする。 
（相談体制の充実） 

第四条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。 
２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関す 

る相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。 
 （教育及び啓発） 
第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。 
２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消 

するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。 
（部落差別の実態に係る調査） 

第六条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部 
落差別の実態に係る調査を行うものとする。 

附 則 
この法律は、公布の日から施行する。 

○衆議院法務委員会における附帯決議（平成２８年１１月１６日）
政府は、本法に基づく部落差別の解消に関する施策について、世代間の理解の差や地域社会の実

情を広く踏まえたものとなるよう留意するとともに、本法の目的である部落差別の解消の推進によ 
る部落差別のない社会の実現に向けて、適正かつ丁寧な運用に努めること。 

○参議院法務委員会における附帯決議（平成２８年１２月８日）
国及び地方公共団体は、本法に基づく部落差別の解消に関する施策を実施するに当たり、地域社

会の実情を踏まえつつ、次の事項について格段の配慮をすべきである。 
一 部落差別のない社会の実現に向けては、部落差別を解消する必要性に対する国民の理解を深め 
るよう努めることはもとより、過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、部落差別の解消を阻害 

 していた要因を踏まえ、これに対する対策を講ずることも併せて、総合的に施策を実施すること。 
二 教育及び啓発を実施するに当たっては、当該教育及び啓発により新たな差別を生むことがない 

ように留意しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法等に配 
慮すること。 

三 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するための部落差別の実態に係る調査を実施す 
るに当たっては、当該調査により新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それが真に部 
落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法等について慎重に検討すること。 
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